
 

鳥取市観光産業育成支援事業補助金交付要綱 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市観光産業育成支援事業補助金（以下「本補助金」という。）について、

鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、観光事業者等（別表第１に定めるものをいう。以下同じ。）が本市観光産業の

健全な発展基礎を確保するために行う事業を支援し、もって本市の観光産業育成及び観光振興を図

ることを目的として交付する。 

（補助事業） 

第３条 本補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、別表第２の第１欄に掲げる事

業とする。 

２ 国、県その他の団体からこの補助金の補助対象経費を対象とした補助金の交付を受けて行う事業は対象外とする。 

（補助対象者） 

第４条 本補助金の対象となる者は、観光事業者等であって、かつ、次に掲げる市税等の滞納してい

ないものとする。 

（１） 市税 

（２） 国民健康保険料 

（３） 後期高齢者医療保険料 

（４） 介護保険料 

（５） 保育所保育料 

（６） 下水道使用料 

（７） 下水道受益者負担金 

 （補助金の算定等） 

第５条 本補助金は、補助事業の実施に要する経費のうち別表第２の第２欄に掲げる補助対象経費

（補助対象者自身から調達したものに係る経費は含まない。）の総額（仕入控除税額（補助対象経

費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除

く。）から当該補助事業に伴う収入（本補助金を除く。）の額を控除した額に同表の第３欄に掲げる

補助率を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。）以内で算定し、予

算の範囲内で交付する。ただし、別表第２の第４欄に掲げる額を限度とし、原則として１者に対

し、１年度につき１回に限り交付する。 

 （交付申請の時期等） 

第６条 規則第４条の規定による本補助金の交付申請は、市長が別に定める日までに行わなければな

らない。 

２ 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号、第２号及び第４号に掲げる書類は、それぞれ様式

第１号、様式第２号及び様式第３号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、

前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額をもって算定した補助金の額（以

下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 



４ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む

額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった

後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付

決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。 

（承認を要しない変更） 

第７条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。 

（１）本補助金の増額 

（２）本補助金の２割を超える減額 

（着手届を要しない場合） 

第８条 本補助金の交付に係る事業は、規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場合とし、同

項に規定する着手届の提出を要しないものとする。 

（実績報告） 

第９条 規則第１２条に定める実績報告は、補助事業の完了、中止又は廃止の日から１４日を経過す

る日までに行わなければならない。 

２ 規則第１２条の報告書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号

及び様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、その時点で

明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入

控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超え

る額を控除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者が仕入税控除税額を含む額で交付決定を受けた一般課税事業者であって、実績報告の

後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額（交付決定控

除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）を超えるときは、様式第４号

により速やかに市長に報告し、市長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を市に返還し

なければならない。 

（財産の処分制限） 

第１０条 規則第１６条ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大

蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、市長が別

に定める期間）とする。 

２ 規則第１６条第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び器具 

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして市長が別に定めるもの 

（収益納付） 

第１１条 本補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、本補助金の交付に係る事

業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入が

あった日から５日以内に、市長にその旨を報告しなければならない。 

２ 前項の場合において、市長がその全部又は一部に相当する額を市に納付するよう指示したときは、

補助事業者は、これに従わなければならない。 

（雑則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、経済観光部長が別に定め

る。 

附 則 



 この要綱は、平成２２年７月１日から施行し、平成２２年度の補助事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、この要綱による改正後の鳥取市観光産業育成支援

事業補助金交付要綱別表第２の規定は、同日以後に申請する事業について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１１月１日から施行し、この要綱による改正後の鳥取市観光産業育成支

援事業補助金交付要綱別表第３の規定は、同日以後に申請する事業について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２８年１２月１日から施行し、この要綱による改正後の鳥取市観光産業育成支

援事業補助金交付要綱別表第３の規定は、同日以後に申請する事業について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和２年６月１１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和２年７月１５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年２月９日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日に限り、その効力を失う。 

３ この要綱の失効前に、この要綱の規定に基づき交付の決定がなされた補助事業については、なお

従前の例による。 

 

  



別表第１（第２条関係） 

観光事業者等 要      件 

観光施設運営事業者 

観光客の受け入れを行うことができる施設（遊園地、テーマパーク等の娯楽施設を除

く。）を管理及び運営する者のうち、鳥取市観光コンベンション協会の会員であり、か

つ、当該協会の推薦を受けた当該施設を有する事業者 

観光宿泊施設運営事業者 

旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項の規定に基づく許可を受けている者

のうち、鳥取市観光コンベンション協会の会員であり、かつ、当該協会の推薦を受けた宿泊施

設を運営する事業者 

観光飲食事業者 

 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第３条第１項に規定する食品等事業者又は統計

法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類におい

て飲食店と分類される産業を主として営む者のうち、次の各号のすべてを満たす店舗を有するも

ので、鳥取市観光コンベンション協会の会員であり、かつ、当該協会の推薦を受けた事業者 

（１）地産地消の推進に資すると認められる営業店舗 

（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）の規定

の適用を受けない営業店舗 

商工会議所 商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）に基づき設立された法人組織 

商工会 
商工会法（昭和３５年法律第８９号）に基づき経済産業大臣の認可を受けて設立され

た特別認可法人 

鳥取市観光コンベンション協

会又は観光協会 

 鳥取市観光コンベンション協会の会員であり、かつ、当該協会の推薦を受けた者（規約を有

し、年に１回以上総会を開催し、地域の公益的な観光事業を推進する団体に限る。） 

商業者 
  主に土産物等を販売する事業者のうち、鳥取市観光コンベンション協会の会員であり、かつ、

当該協会から推薦を受けた者 

伝統芸能・工芸普及事業者 
 鳥取市観光コンベンション協会の会員であり、かつ、当該協会の推薦を受けた個人又は団体

であって、地場の伝統的な芸能・工芸を広くＰＲし、本市への観光客誘客を図る者 

商店街振興組合 
 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）に基づき組織された団体のうち、鳥取市観光

コンベンション協会の会員であり、かつ、当該協会が推薦する者 

商店街振興組合連合会 
  商店街振興組合の連合組織のうち、鳥取市観光コンベンション協会の会員であり、かつ、

当該協会が推薦する者 

事業協同組合 

  中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づき組織された団体で、次の各号の

すべてを満たし、鳥取市観光コンベンション協会の会員であり、かつ、当該協会が推薦する者 

（１）振興対象の商店街等が組合員であること。 

（２）組合人員は、商店街等及びその構成員が１／２であること。 

任意の商店会等 
  鳥取市観光コンベンション協会の会員であり、かつ、当該協会から推薦を受けた任意の商店

会、協会、実行委員会、協議会及び市長が特に認めた者 

まちづくり会社 

  鳥取市観光コンベンション協会の会員であり、かつ、当該協会が推薦する株式会社のう

ち、次の各号のうちいずれかを満たす者 

（１）鳥取市及び振興対象の商店街等が出資する者であること。 

（２）振興対象の商店街等が出資するものであり、かつ、商店街等及びその構成員からの出資総

額が資本金の１／２以上であること。 

ＮＰＯ 

  特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に基づく特定非営利活動法人で、商店街等と

の相互協力により、まちづくりに関与できる団体のうち、鳥取市観光コンベンション協会の会

員であり、かつ、当該協会の推薦を受けた者 

旅客自動車運送事業者 
道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条に基づく事業者で、同法第４条の許可を受

け、鳥取市観光コンベンション協会の会員であり、かつ、当該協会の推薦を受けた者 

金融機関 

銀行法（昭和５６年法律第５９号）、信用金庫法（昭和２６年法律第２３６号）又は

労働金庫法（昭和２８年法律第２２７号）に基づき設置された法人のうち、鳥取市内に

本店又は支店等を有しており、鳥取市観光コンベンション協会の会員であり、当該協

会から推薦を受け、かつ、市長が認める者 



青年経済団体 東部青年経済団体協議会に所属し、鳥取市内に主たる事務所を置く組織 

観光地域づくり法人 

（ＤＭＯ） 
観光庁の登録を受けたＤＭＯで、鳥取市内に主たる事務所を置く法人 

農林水産事業者 
鳥取市内で生産活動を行う事業者のうち、鳥取市観光コンベンション協会の会員であ

り、かつ、当該協会の推薦を受けた者 

 

  



 

  
２補助対象経費 ３補助率 

４ 補助

限度額 
５ 摘要 

1 

観
光
施
設
整
備
䧵
係
䨔
事
業 

観光施設整

備事業 

〇観光施設整備事業のうち、次に掲げるもの 

（１）既存の観光施設の快適化、魅力向上を図るための整

備・改修 

（２）空き家・空き店舗を活用し、観光施設を開業するた

めの整備・改修  

消耗品費、原材料

費、印刷製本費、修

繕費、通信運搬費、

広告費、手数料、委

託料、使用料および

借上料、工事請負

費、備品購入費、雑

役務費 

1/2  40万円 

(1)対象となる事業は、観光

客との共用部における施設

整備・改修とする。  

(2)過去に同様の事業につい

て本補助金の交付の決定を

受けた者（所在地及び代表

者その他の構成員が同じで

ある等同一の者と認められる

ものを含む。）にあっては、

補助限度額を２０万円とする

（市の観光施策と連携して行

うものを除く。）。 

鉱泉源維持

管理事業 

○安定的に温泉を提供するため、鉱泉源を維持し、及び管

理する事業のうち、次に掲げるもの 

（１）揚水ポンプの取替え、温泉貯留施設の改修等整備

（メンテナンス整備は除く。） 

（２）温泉配管改修に係る整備 

（３）その他安定的に温泉を提供するために必要な整備 

消耗品費、修繕費、

委託料、借上料、工

事請負費、備品購入

費 

 

䪴 

観
光
客
誘
客
・
広
報
宣
伝
に
係
る
事
業 

おもてなし

向上事業 

○観光客のおもてなしの向上に資する事業のうち、次に掲

げるもの 

（１）観光情報サイト等の整備･充実 

（２）顧客満足度調査の実施等 

（３）研修会･講演会の実施 

（４）その他おもてなしの向上につながる事業 

旅費、謝金、消耗品

費、原材料費、印刷

製本費、通信運搬

費、広告費、手数

料、保険料、委託

料、使用料および借

上料、工事請負費、

備品購入費、雑役務

費 

2/3  

20万円 

過去に同様の事業について

本補助金の交付の決定を受

けた者（所在地及び代表者

その他の構成員が同じであ

る等同一の者と認められるも

のを含む。）にあっては、補

助限度額を１０万円とし、原

則として１回限り補助対象と

する（市の観光施策と連携し

て行うものを除く。）。 

外国人観光

客誘客促進

事業 

○外国人観光客の誘客促進を図る事業のうち、次に掲げる

もの 

（１）ホームページ、パンフレット等の多言語化 

（２）映像等多言語PRツールの作成 

（３）海外で開催される旅行博や商談会への参加や、海外

の旅行代理店等への営業活動 

（４）旅行事業者やメディア等を活用したFAMツアーの実

施 

（５）その他外国人観光客誘客に効果があると思われる事

業 

旅費、謝金、消耗品

費、燃料費、印刷製

本費、通信運搬費、

広告費、手数料、筆

耕翻訳料、委託料、

使用料および借上

料、備品購入費、研

修費 
30万円 

過去に同様の事業について

本補助金の交付の決定を受

けた者（所在地及び代表者

その他の構成員が同じであ

る等同一の者と認められるも

のを含む。）にあっては、補

助限度額を１０万円とし、原

則として１回限り補助対象と

する（市の観光施策と連携し

て行うものを除く。）。 

観光商品開

発･販路開拓

事業 

○観光客の誘客等のための新たな観光商品を開発し、販路

開拓を推進する事業のうち、次に掲げるもの 

（１）ニューツーリズム等による旅行商品･旅行ルートの

開発及び販路開拓 

（２）二次交通の整備を行い、各地の観光資源を結びつけ

るようなルートの開発 

（３）メディアを活用したツアー企画商品の開発及び販路

開拓 

（４）鳥取の自然、食、伝統、文化を再認識させるような

観光商品の開発及び販路開拓 

（５）その他観光客の誘客効果があると思われる観光商品

開発及び販路開拓 

旅費、謝金、賃金、

消耗品費、光熱水

費、原材料費、印刷

製本費、通信運搬

費、広告費、手数

料、保険料、委託

料、借上料、工事請

負費、備品購入費、

雑役務費 

20万円 

(1)中山間地の振興を図る

事業及び砂の美術館を推進

する事業については、補助

率を4/5とする。 

(2)過去に同様の事業につい

て本補助金の交付の決定を

受けた者（所在地及び代表

者その他の構成員が同じで

ある等同一の者と認められる

ものを含む。）にあっては、

補助限度額を１０万円とし、

原則として１回限り補助対象

とする（市の観光施策と連携

して行うものを除く。）。 

観光客誘客

イベント事

業 

○市内で、観光客の誘客を目的としたイベント等を開催

し、宿泊客の増加や本市への誘客を図る事業のうち、次に

掲げるもの 

（１）「砂の美術館」と連携して取り組むイベント、企画

等 

（２）鳥取の食材を活用したイベント等 

（３）海水浴場等、自然環境を活用したイベント 

（４）その他観光客の誘客が見込まれるイベント 

謝金、賃金、消耗品

費、光熱水費、原材

料費、印刷製本費、

通信運搬費、広告

費、手数料、保険

料、委託料、借上

料、工事請負費、雑

役務費 40万円 

(1)中心市街地において実

施する事業については、補

助率を 4/5 とする。 

(2)過去に同様の事業につ

いて本補助金の交付の決定

を受けた者（所在地及び代

表者その他の構成員が同じ

である等同一の者と認めら

れるものを含む。）にあって

は、補助限度額を 2０万円と

し、原則として１回限り補助

対象とする（市の観光施策と

連携して行うものを除く。）。 

別表第２（第３条、第５条関係） 

１ 補助対象事業 



 

 

  

観光鳥取Ｐ

Ｒ事業 

○県外で開催されるイベント及び県外へ情報発信すること

を目的とした事業等を通じて、本市の観光資源（料理、伝

統行事、伝統工芸等を含む。）をＰＲすることにより、観

光客の増加を図る事業のうち、次に掲げるもの 

（１）鳥取の観光素材や観光資源である物産等の販売及び

ＰＲを行う事業 

（２）県外の旅行代理店等に対して営業活動を実施する事

業 

（３）鳥取の伝統芸能、工芸等を広くＰＲする事業（経済

産業大臣、鳥取県知事又は鳥取市長が郷土芸能･工芸品と

して認めたものに係るものに限る。） 

謝金、旅費、消耗品

費、印刷製本費、光

熱水費、通信運搬

費、広告費、手数

料、保険料、委託

料、各種借上料、雑

役務費 

20万円 

(1)屋台・露天等における

広報宣伝事業（観光資源で

ある物産等の販売を行うも

のを除く。）を除く。 

(2) 砂の美術館の推進を図

る事業については、補助率

を4/5とする。 

(3)過去に同様の事業につ

いて本補助金の交付の決定

を受けた者（所在地及び代

表者その他の構成員が同じ

である等同一の者と認めら

れるものを含む。）にあって

は、補助限度額を１０万円と

し、原則として１回限り補助

対象とする（市の観光施策と

連携して行うものを除く。）。 



様式第１号(第６条、第９条関係) 

  

鳥取市観光産業育成支援事業計画（報告）書 

  

１．補助事業名                            

  

２．事業予定期間   開始      年  月   日 

           終了      年  月   日 (   日間) 

３．事業計画（実績） 

 

     事業の名称                         

 

４．事業効果見込（実績） 

（具体的内容） 

  

（具体的内容） 

  

（雇用数） 本事業に伴い、雇用した労働者の数及び形態を記入すること。 

  



様式第２号(第６条、第９条関係) 

 

 

鳥取市観光産業育成支援事業収支予算（決算）書 

 

（収入の部）                             (単位：円) 

科  目 
本年度予算（決

算）額 
摘 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計   

 

 

（支出の部）                             (単位：円) 

科  目 
本年度予算（決算）

額 
摘 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計   

 

 

 



様式第３号（第６条関係） 

 

 

年  月  日 

 

 

鳥取市長 様 

 

 

                  申請者  住  所              

氏  名           ㊞  

（自署の場合は押印不要）  

生年月日        年  月  日生 

 

 

 

市 税 等 納 付 状 況 確 認 同 意 書 

 

 

私は、鳥取市観光産業育成支援事業補助金の交付申請に伴い、私の市税等（市税・国民健

康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所保育料・下水道使用料・下水道受益

者負担金）の納付状況について、鳥取市が確認することに同意します。 

 

 

  



様式第４号（第９条関係） 

年  月  日 

 

 

 鳥取市長 様 

 

 

                 申請者  住 所                

                      氏 名                

 

 

  年度鳥取市観光産業育成支援事業仕入控除税額確定報告書 

 

 

   年  月  日付鳥取市指令第  号により交付決定の通知のあった鳥取市観光産業育成支援

事業事業補助金について、鳥取市観光産業育成支援事業補助金交付要綱第９条第４項の規定に基づ

き、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

 

１ 交付された補助金等の額の確定額 

（ 年 月 日付第 号による額の確定通知額） 

   金      円 

 

２ 消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

 

   金      円 

 

３ 補助金の額の確定までに減額した仕入控除税額 

 

   金      円 

 

４ 補助金返還額（２から３の額を差し引いた額） 

 

   金      円 

 

５ 添付資料 

（１）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算方法や積算内訳等を記載した書類 

 （別紙） 

（２）課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し） 

（３）課税売上割合・控除対象仕入れ税額等の計算表（写し） 

  



別紙 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の計算方法や積算の内訳等を記載した書類 

 

 

１ 事業実施主体名 

 

２ 事業実施主体住所 

 

３ 代表者職氏名 

 

４ 補助事業名 

 

５ 補助金額 

 

６ 当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

 

７ ６の計算方法や積算の内訳 

（１）補助対象経費（補助金の使途）の内訳 

 

区分 
課税 

仕入れ 

 

非課税 

仕入れ 
合計 

課税売上 

対応分 

非 課 税 売

上 

対応分 

共通対応

分 

経
費
の
内
訳 

       

       

       

       

 

（２）課税売上割合   ％ 

 

（３）補助金に係る仕入控除税額の計算方法 

 

 

 

 


